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家電・パソコン．携帯電話のリサイクルと生産者責任

村上 理 映

はじめに

近年の廃棄物増加に伴う最終処分場逼迫と資源の将来的

な枯渇の可能性に備えて，廃棄物削減と資源有効利用を目

指した廃棄物政策が進められている。経済産業省は，平成

3年に制定していた「再生資源利用促進に関する法律」の

対象業種 ・対象製品を拡大し，メ ーカーに対してはさらな

る3R (reduce, reuse, recycle) を要求するなどの抜本的

な改革を行った。この法律は平成12年には 「資源有効利

用促進法」に名前を改め，平成13年 4月からこの法律が

効力を発揮することとなった。とくに個別に法を定めて運

営した方が効率的な資源有効利用が進められると考えられ

た品目に対しては，さらに個別法を定めて対応することと

なった。こうして，本稿で取り上げるパソコン，携帯電話

については資源有効利用促進法の枠内で対応するが，家電

4品目に関しては， 2001年 4月から家電リサイクル法と

いう個別法で対応することとなったのである。

本稿では，家電，パソコン，携帯電話のリサイクルの現

状と生産者の責任について，法的枠組みや関連主体との関

促進に関する法律 （リサイクル法）」である。これは生産

者に対して，「消費者への情報提供や普及啓発，技術開発

などを通じて，再生資源を用いた製品の需要を拡大するよ

う努めると共に，再生資源の利用促進が廃棄物発生抑制や

環境保全に資することに鑑み，再生資源を原材料として，

それを用いた製品の供給拡大に努めるこど」や，「製品の

供給に伴う副産物については，技術開発や規格統一などを

通じて用途の拡大に努めるとともに，その利用を促進する

ことリの自主的な取り組みを促すために発布された法律

である。

この法律では，製紙業，ガラス容器製造業，建設業を「再

生資源の減量としての利用を促進し，リサイクル率を高め

るべき業種」の指定事業者としている。また「使用後に容

易にリサイクルできるように構造 ・材質などを工夫すべき

製品」として，第一種指定製品を選定し，「使用後に類似

の物品と分別して回収できるよう識別のための表示をすべ

き製品」として，第二種指定製品を選定した。さらに，「エ

場などで発生する副産物のうち，有効利用が促進されるな

どを工夫すべきもの」として，指定副産物を選定した。こ

係も踏まえながら検討する。 図表 1 「リサイクル法」対象業種と品目

第 1章法的枠組み

第 1節再生資源利用促進に

関する法律（リサイ

クル法）

廃棄物量の増大と自治体処

理コストの高騰に伴って，再

生資源の利用を進めることに

より廃棄物量を削減すること

が求められるようになった。

そこで定められたのが，廃棄

物の削減と資源の有効利用を

目指して1991年（平成 3年）

特定業種

製紙業

ガラス容器製造業

建設業

第一種指定製品

自動車

ユニ ット型エアコン

テレビ受信機

電気冷蔵庫

電気洗濯機

に定められた「再生資源利用 経済産業省資料より作成。

l 「再生資源利用促進に関する法律」 1991年 （平成 3年）発布。

2 前注に同じ。

第一種指定製品 第二種指定製品

ニッカド電池使用の16機種 スチール製缶飲料

電動工具 アルミニウム製缶飲料

パソ コン ペットボトル

コードレスホ ン 密閉型アルカリ蓄電池

自動車電話用通信装置

MCAシステム用通信装置

簡易無線用通信装置 指定副産物

アマチュア用無線機 高炉や製鋼から発生する

日本語ワープロ 鉄銅スラグ

ビデオカメラ 電気業から発生する石炭灰

ヘッ ドホ ンステレオ 建設業から発生する土砂・

電気掃除機 コンクリート塊・アスフ ァル

電気かみそり トコンクリート塊 ・木材

電気歯ブラシ

家庭用電気治療具

電動式玩具
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れらに選定された業種や品目の製造業者は，再生資源利用

促進計画を作成し，規格 ・使用に応じて，加工し，必要な

設備を整備し，技術の向上などに努める義務を負うことと

なった。

しかしこの法律は，あく までも企業の自主的取り組みを

重んじており，強制力もなかったため，あまり効力を発揮

しなかった。また，当時は生産者の環境意識や資源制約へ

の危機感も，それほど育っていなかったと考えられる。

そこで， より自主的努力を引き出すシステムとするため

に，法律を大幅に改定し，ガイドラインを策定することと

なった。こうして生まれたのが 「資源有効利用促進法（改

正リサイクル法）」である。

第 2節 資源有効利用促進法と家電リサイクル法

1. 法律とガイドラインの改正

再生資源利用促進法では，対象とされていた品目のうち，

個別法の対象となっている家電などはこの法の中で数値目

標を決定され，個別法対象ではない品目や業種に関しては，

自主的取り組みの一層の拡大が求められるようになった。

この法律のガイドラインでは，以下の35品目， 18業種に

ついての自主的取り組みが求められている。前回の平成11

年度の改定に比べて，携帯電話・ PHS,蛍光管など，自動

販売機， レンズ付きフィルムの 4品目が追加された外，既

に対象とされていたものに対しても，より高い数値設定や

より具体的な内容が定められている。

家電製品については，家電リサイクル法（以下家リ法と

する）で取り組まれている 4品目に加えて，乾燥機や電子

図表2 対象となった品目と業種

品目

紙

ガラス瓶

スチール缶

アルミ缶

プラスチック

自動車

オートバイ

タイヤ

自転車

家電製品

スプリングマットレス

大型家具

カーペット

布団

乾電池

小型二次電池など

自動車用及び二輪車用鉛蓄電池

カセットボンベ

経済産業省資料より作成。
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エアゾール缶

小型ガスボンベ

消火器

ぱちんこ遊技機など

パソコン及びその周辺機器

複写機

ガス・石油機器

繊維製品

潤滑油

電線

建設資材

浴槽及び浴室ユニット

システムキッチン

携帯電話・ PHS

蛍光管など

自動販売機

レンズ付きフィルム

レンジも対象とした。ガイドラインでは， 4品目について

は家電リサイクル法の枠で取り組むことに加え，フロン回

収を促進している。さらに全品目に対して，製品アセスメ

ントの実施やその広報，プラスチックなどのリサイクル促

進，シュレッダーダスト対策，長期使用の促進，有害な鉛

やフロンの使用量削減などが定められている。

パソコンについては，製品アセスメン トの確実な実施と

広報，プラスチックなどのリサイクル推進，平成11年に

提出された日本電子工業振興協会による自主的取り組みの

策定に従った取り組みー4吏用済み製品リサイクルのための

体制整備，リサイクル推進（平成15年までにデスクトッ

プ型50%，ノ ー ト型20%，デイスプレイ55％の再資源化

率達成） 一の実施，リサイクル容易設計・再資源化促進の

ための技術開発，消費者への広報 ・啓発活動，長期間使用

へのサポートとリュース部品の検討などが，ガイドライン

中で定められている。

今回の改定で新たに対象となった携帯電話 ・PHSにつ

いては，平成13年 4月から実施さている企業を超えたモ

バイルリサイクルネットワークの推進，製品全体の 3Rに

向けた設計，小型二次電池排出抑制のための回収 ・リサイ

クルと電池負荷の少ない製品の開発などが，ガイドライン

中で定められている。

しかしいずれも生産者に自主的取り組みを進めるもので

あって，罰則規定があるわけではない。罰則規定まで設け

てリサイクルを推進する必要がある製品一処分場枯渇に大

きく貢献しており，削減が急務とされる製品一に対しては，

個別の法律が設定されている。家電4品目のリサイクルを

定めた家電リサイクル法は，その 1つである。

業種

鉄鋼業

紙・パルプ製造業

化学工業

板ガラス製造業

繊維工業

非鉄金属製造業

電気事業

自動車製造業

自動車部品製造業

電子 ・電気機器製造業

石油精製業

流通業

リース業

セメント製造業

ゴム製品製造業

石炭鉱業

ガス業

工場生産住宅製造業

2. 家電リサイクル法

これは 「特定家庭用機器」と

して，現在のところテレビ，冷

蔵庫，洗濯機，エアコンが対象

物として定められている。その

他の家電製品については，資源

有効利用促進法の枠内で自主的

に対処が求められることとなる 。

これは使用済み家電に携わる各

主体に責任を負わせ，中でもと

くに生産者への責任を多く持た

せる法であるが，生産者のみな

らず，関連する各主体の負うべ

き責任が定められている。

消費者は，使用済み家電の適

正引き渡しに対して，小売業者

は，消費者から使用済み家電の
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引き取りと，生産者の設置した指定引取場所まで運搬に責

任をもつことが義務付けられた。そして生産者は，再商品

化義務率の達成を義務付けられたのである。家リ法によっ

て，主な処理主体は自治体から生産者へ移行する。自治体

は，小売業者が引き取らなかった家電の引き取りと，その

処理・リサイクルに対してのみ責任をもつ。つまり，家リ

法の対象となる製品については上述のルートで処理・リサ

イクルが進められ，対象外製品については，以前同様に自

治体が回収及び処理・リサイクルを行う 。ただしこの場合

自治体は，家リ法の規定により，生産者と同程度の責任を

負うことになる。

3.パ‘ノコンリサイクルの法制化への動き

パソコンは，現在事業系のものについては，後述するよ

うに改正リサイクル法の下で自主的取り組みが行われてい

るが，急増している家庭系のパソコンに対しても法の対象

とすることが審議されている。

また，費用の支払いについても審議中である。現在事業

系については，排出事業者が排出時に負担することになっ

ているが，将来的に家庭系も含めた法制化の際には，指定

回収場所 （家電の指定引取場所にあたる）以降に発生する

費用一処理・リサイクルに要する費用ーについて，消費者

が購入時に負担し，既販売製品については，消費者が排出

時に負担することが考えられている。指定回収場所につい

ても，メーカーが単独もしくは数社連合での共同設置・運

営を行い，持ち込まれた使用済みパソコンを自らもしくは

委託によって処理・リサイクルすることになるようである。

つまり費用を消費者が購入時に負担すること以外は，現行

の家電のリサイクルシステムと類似した形態が考えられて

いるといえる。

4.廃棄物削減の政策公準としての拡大生産者責任

OECDでは， 廃棄物を削減し自治体の処理費用を削減

するために，拡大生産者責任 (ExtendedProducer Responsi-

bility; EPR)という政策公準を用いることとなった。つま

りEPRは，廃棄物減量・リサイクル推進のための政策公

準の 1種である 30

OECDのガイダンスマニュアルでは EPRを「製品に対

する生産者責任を製品のライフサイクルの使用後段階にま

で拡大することリと定義している。その特徴として，「物

理的及び財政的責任そして全面的及び部分的な責任を地方

自治体から上流部門の生産者へ移すこと」，「製品設計の際

環境に配慮するよう生産者に動機を与えるこど」の 2つ

が挙げられている。EPRを導入した具体的な廃棄物減量

政策には，対象製品や国情によって様々な方法が考えられ

るが，核の部分で共通している点は，「生産者が製品の使

用後段階にまで関与することによって，廃棄物を削減する

こと」である。

日本でもこの政策公準を導入し，廃棄物削減と自治体処

理コスト低減を目指すこととなった。本稿では家電製品，

パソコン，携帯電話における拡大生産者責任を概観する。

第 2章使用済み家電のリサイクル

第 1節 家電製品市場の実態

2001年4月の法施行実施に向けて，2000年12月から2001

年11月までの販売台数だけを見ると，エアコン以外の 3

品目に関しては，明らかに 3月の駆け込み需要と 4月以降

の買い替え控えが見られる。エアコンのみに関しては，法

施行直前の需要はそれほどではなく，むしろエアコンが最

も必要とされる夏に需要が集中したように見える。

しかし前年の同時期の販売台数と比べてみると，実は 3

月のエアコン販売が，他のどの時期のどの品目よりも高い

伸び率を示していることがわかる。夏のエアコンの販売も，

確かに他の 3品目に比べれば前年比よりも高いが， 3月ほ

どではない。データから，前年と比べた場合，法施行後の

買い控えに伴う需要低迷は，一般的に言われているものと

若干異なっていることがわかる。つまり，全体的に法施行

以降は，若干前年よりも需要が減少してはいるが，それは

法施行直後ではなく，むしろ2001年半ば以降の傾向であ

ることがわかる。これは近年のデフレの影響によるものと

思われる。

暖房・冷房が必要な時期のエアコンの販売比率は，他の

3品目に比して前年よりも大きく上回っている。また，法

施行前の駆け込み買い替え需要の現象を反映してか，冷暖

房が不要な 3月のエア コン販売比率は極端に伸びている。

家電4品目の場合，既に家庭に普及していると考えられ

るため，需要は殆ど買い替え一つまり使用済み家電の排出

を伴うと考えられる。当時の通産省が1997年に予測した

排出台数は，図表4のとおりである悶

3 外川健一 ・村上理映「家電 ・自動車 リサイクル システムの日本 ・輯国・台湾比較研究」 三田学会雑誌第94巻第 1号 (2001年4月） pp

23-47。

4 OECD「拡大生産者責任政府向けガイダンスマニュアル」 より引用。

5 前掲書。

6 なお，公的な排出台数の推定は，この資料が最新のものである。
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図表 3 家電販売台数と前年比 (2000年12月一2001年11月）

法施行前 ● 法施行後

テレビ

亡ごニコ冷蔵庫

こ二ニ］洗濯機

ー エアコン
十テレビ

一冷蔵庫

十 ；先濯機

● エアコン

゜12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

月

NEBA資料より作成。
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図表4 家電4品目の推定排出台数 （単位 ：千台）

1997 1998 1999 2000 2001 2002 
(H 9) (HlO) (Hll) (H 12) (H 13) (H 14) 

テレビ 7,937 8,280 8,687 9,031 9,175 9,102 

冷蔵庫 3,749 3,832 3,940 4,071 4,210 4,331 

洗濯機 3,925 4,075 4,294 4,530 4,719 4,817 

エアコン 2,678 2,666 2,774 3,023 3,378 3,788 

計 18,289 18,853 19,695 20,655 21,482 22,038 

注）数値はすべて1997年 （平成 9年度）の調査による予測値。

経済産業省資料より。

図表5 全国の指定引取場所における月毎の引取台数 (4品目合計）

月 I 4 I s I 6 I 7 I s I 9 I 10 I 11 I 12 I 計

台数
（千台） ~694 I 1,200 I 1,043 I 706 I 687 I 645 I 873 I 6,692 

経済産業省ホームページより 。

しかし，実際に法が施行されてみると，法施行から半年

の間に回収されたのは5,000千台強に過ぎない。このこと

は， 1年間の回収台数が10,000千台強にしか満たないこ

とを示しており，通産省試算の半数程度にしかならない。

九州経済産業局によれば， 2000年度の全国販売台数は，

テレビ4,209千台，冷蔵庫2,321千台，洗濯機1,989千台，

エアコン2,544千台であり， 4品目では11,063千台となっ

ている。これら 4品目はほぼ100％普及していることを考

えると，購入には使用済み製品の排出を伴うと考えられる 。

家庭内に放置されていた使用済み製品が単純排出される

ケースは，全体の排出の 1割にも満たないという 。実際排

出台数と購入台数には，それほど大きな誤差がないことが

わかっている。多少の誤差は，中古品としての国内での利

用，輸出，生産者責任下以外のリサイクルプラントヘの持

14 

ち込み，不法投棄，家庭内放置などの要因が考えられよう 。

第 2節法に対する生産者の動向

1. 2つのグループに分かれた対応

家リ法により，生産者つ まり家電メ ーカーは，小売業者

が使用済み家電を円滑に回収するため， 「指定引取場所」

を設置することが義務付けられた。さらに生産者は，「指

定引取場所」に持ち込まれた使用済み家電を， 一定の再商

品化義務率 （冷蔵庫及び洗濯機50％以上，テレビ55％以

上，エアコン60％以上）を達成しつつ，処理・リサイク

ルを行うことも義務付けられた。家電メ ーカーは現在，松

下，東芝を中心とする Aグループとソニー， 三菱電機，

シャープ，日立製作所， 三洋電機を中心とするBグループ

とに分かれている。各グループは， 「指定引取場所」をグ
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図表6 家リ法施行後の使用済み家電フロー
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焼却or埋立

中古品（または部品）として販売

ヒアリ ングより 筆者作成。

ループごとに各々190箇所ずつ設置した。九州内では沖縄

も含めて，両グループ共に23箇所の指定引取場所が設置

されている。

最初は「競争に よる市場原理」を活用した適正処理・リ

サイクルを進めるために，各メーカーで対応することが望

ましいと考えられていた。 しかしコストがかかりすぎるた

めに，メーカー側が受け入れなかった。かといって，全メー

カーが一団となれば，独占禁止法に抵触することとなる。

そこで，その折衷案として，メーカー側が2グループに分

かれたのである。

グループ分けの際は，販売台数から考慮した結果，前述

の2社・ 5社の組み合わせが最適である，という合意が

メーカー間でなされた。2つのグループは，使用済みリサ

イクル処理・リサイクルに関して若干異なった対応をとっ

ている。

Aグループは，関東の大手鉄スクラ ップ業者である中田

屋の呼びかけで設立された既存のリサイクル業者による

「マリソルネ ットワーク」の21の加盟業者と提携し，初

期投資を抑える方法をとった。マリソルネットワークでは，

家電リサイクル業に積極的に携わることによって，リサイ

クル業の足固めを確固たるものとする戦略をとってきた。

これら21業者の中には，岡山県の「リサイクルファーム

御津」のように，先進的なリサイクルプラントを新設した

平林金属のような業者もあるが，たいていは既存の設備を

活用しての処理・リサイクルを行っている。なかには，さ

らなるリサイクル技術の向上を目指して，東芝や松下のよ

うに，メーカーとしてのリサイクルプラントも持つ東芝や

松下の例もある。九州内には，沖縄も含めてAグループの

リサイクルプラントが6箇所設立されている。なお，この

グループの指定引取場所には， リサイクルプラント自体が

図表 7 九州内の指定引取場所
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□ Bグループ

財団法人 家電製品協会 ・家電リサイクル券セン ター 『家電
リサイクル券システム運用マニュアル （合本）」より作成。

指定引取場所も兼ねている以外は，鉄スクラ ップ業者等が

場所のみ提供したものが多い。

一方Bグループは，前述したように，将来要求されるで

あろうより 高い再商品化義務率を見込んで，メーカー自ら

が処理・リサイクルプラントを建設し，技術開発に資金を

投入する戦略をと っている。その一方で物流コストを低減

するために，大手物流業者と結びつくことにより，その配

送センターを指定引取場所に利用している。地代のみなら

ず，既存物流網を利用することにより，大幅に物流コスト

が低減されているようである。

九州内には，沖縄も含めてBグループのリサイクルプラ
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ントは，沖縄も含めた九州内で 4箇所である (Aグループ

との共同である NKRC,アクトビーリサイクリング，拓

流金属，拓流リサイクリングセンター。なお拓流の 2つは

同会社である）。

家電メーカーが2つのグループに分かれて処理・リサイ

クル事業を行っているのは，前述したように「競争」によ

る「市場原理」を活用した適正処理・リサイクルが行われ

ることが期待されていたからである。 しかし結局「再商品

化料金」に関しては，最初にエアコン＝3,500円，テレビ

=2, 700円，冷蔵庫＝4,600円，洗濯機＝2,400円という額

を公表した松下電器にしたがい，同日，そしてその翌日ま

でに各メーカーがほぽ同額の料金を提示した。この現象は，

処理・リサイクルに市場原理を活用するという法決定当初

の意固とは一致しないものとして，各界からしばしば指摘

されている点である。

つまり現状では，メーカーに対するさらなるリサイクル

技術開発やリサイクルコスト低減の動機付けはそう強くは

ない。したがって家電においては，現行の状態では，生産

者に責任を持たせることによって廃棄物削減を導く，とい

う効果はそれほど大きくない，という見方もできよう 。グ

ループ分けによって本当に競争が働くのならば，さらなる

リサイクル技術開発とコスト低減を導き，ひいては EPR

導入の目的である廃棄物削減を導くのではなかろうか。

第 3章 使用済みパ‘ノコンのリサイクル

第 1節パ‘ノコン市場の実態

10年ほど前まで，大型計算機の流れを汲むパソコンは

非常に高額であり，それを利用するのは事業所が殆どであ

り，家庭で普及していたのは，ワードプロセッサーであっ

た。 しかしここ数年の趨勢として，パソコン単価が下がり

続けた上に，インターネットの普及も手伝って，家庭で使

用されるパソコンの出荷が著しく増加し，販売台数の半数

を占めるまでになった。また，パソコンは耐用年数が長い

にもかかわらず，オペレーションシステム (OS)の新規

発売により，比較的早期に買い替えられることも手伝って，

さらに販売台数が押し上げられることとなっている。

第 2節 パソコンリサイクルの現状

1.使用済みパ‘ノコン発生の現状

パソ コンの普及とともに使用済みパソコンの発生量も増

加の一途を辿っており， 1995年には 4トン未満であった

のが， 2001年現在は 8万トンを越えており， 2006年には

10万トン近くに増加する見込みである。

一般に事業系パソコンはリース契約年数の 5, 6年で

排出されることが多い。というのは，企業という性格上最
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図表 8 国内の本体出荷台数
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電子情報技術産業協会ホームページより 。

先端の潮流に乗るために，常によりグレードの高いパソコ

ンを備えておく必要性があるからである。新しい OSの発

売に買い替えが左右されることも多く，事業系パソコンの

買い替えの半数は，新 OS発売時期に集中していると見ら

れている。一方家庭系パソコンについては，普及し始めた

のが最近であることから傾向を掴むのは難しいが，電子情

報技術産業協会の調査によると，個人が楽しむという用途

から考えると，事業系に比べて買い替えのインセンティブ

はそれほど強くはなく，長く 13年前後ということになっ

ている。

一般消費者は，使用済みパソコンの排出時は， 一般廃棄

物として自治体ルートに排出する割合が最も高いようであ

る。パソコンは家電に比べると，中古品としての利用が根

付くのが早かったようであり，まだ利用可能なパソコンに

ついては，売却や譲渡の形で中古品業者に持ち込まれてい

るケースがかなりあることがわかる。小売店引き取 りが少

ないことは，家電と異なっている点であると言えよう 。

一方事業系パソコンの場合は様々なルートが考えられる。

メーカーのリース部門からパソコンを借り受けている事業

者は，メーカー側の資産として返却する。またメーカーか

ら買い取っていた場合は，メーカ ーに有価物として販売す

るか，逆有償物として引き取りを依頼するルートがある。

リース会社からの借り受けの場合も，メーカーのリース部

門と同様であり，リース会社に返却する。小売店で買い取っ

たものは， 一般消費者同様に小売店のサービスを通じて排

出される。

2. 生産者の自主的取り組み

現在排出される使用済みパソコンのうち，改正リサイク

ル法の対象となっているのは，事業系パソコンのみである。

これらの回収 ・リサイクルについては，既に廃棄物処理関

連の許可を取得したメーカーが1999年 （平成11年）12月

に「パーソナルコンピューターのリデュース， リュースお

よびリサイクルに関する自主行動計画を策定し，自主的に

取り組んできた。（ もっとも2001年度 4月以降は，資源有
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図表 9 使用済みパ‘ノコン製品全体の回収・処理ルートの概要 (1999年現在）

事業系ユーザ・—
排出量合計＝4.9万トン
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1.8万トン 1.0万トン 1.6万トン

メーカー

1 . 1 万トン —――→ --

1.0万トン

処理業者

電子情報技術産業協会資料より 。

効利用促進法にしたがって，回収・再資源化体制の構築と

実施が求められることとなっている。） 現在，東芝，富士

通，日立製作所， NEC,日本 IBM,三菱電機，沖電気， SONY,

SEIKO EPSON,松下電器産業， SHARP,三洋電機リコー，

カシオ計算機日本ヒューレット・パッカード，日本ユニ

シス，アップルコンピューター，コンパックコンピューター，

デルコンピューター，フリーウェイ，ロジテック， SOTEC,

東京特殊電線，マグビューなど，大手メーカーの殆どがこ

の自主行動計画に賛同している。

自主行動計画では， 事業系パソ コンの回収・リサイクル

ルートを整備して実施するとともに，資源有効利用促進法

において2004年度の再資源化率をデスクトップ型パソコ

ン50%，ノート型パソコン20%，デイスプレイ装置55%

を達成することを定めた。さらなる自主目標としては，

2005年度までにデスクトップ型パソコンの再資源化率を

60％に まで引き 上げることとしている。なおパソコンの

再資源化率は，製品としてのリ ュース・部品としてのリ

ユース・マテリアルリサイクル／回収した使用済みパソコ

ンの重量で算出する。

一方家庭系使用済みパソコンについては， 2002年度中

をめどに生産者サイドで適切な方策を導入する予定である

が，それまでは一般廃棄物扱いであり，処理責任は自治体

にある。したがって現在は規定があるわけではないが，パ

ソコンの普及状況と，既に資源有効利用促進法の中で指定

再資源化製品の対象となっている点からも，将来的に生産

者を中心とした処理・リサイクルシステムの構築が求めら

れよう 。

メーカーによる回収・リサイクル量は，年々増加してい

る。2000年の調査では，メーカー引き取りのうち，自社

資産としての引き取りが62％にものぼっており （この場

合回収 ・リサイ クル費用は当然メーカー支出），以下，有

価物としての引き取りが23%，廃棄物としての引き取り

が15％である。

家庭系ユーザー
排出量合計~0.7万トン

I 

0.5万トン

0.6万トン

自治体

また，図表9で示したように， 生産者から処理業者に直

接運ばれるケースが非常に多い。これは廃棄物として引き

取っているのがわずか15％であることを鑑みると，自社

資産として引き取ったパソコンのうちかなりの量が処理・

リサイクルに回されていることを示 している。

JEITAによると，収集運搬に関してはパソコンメ ーカー

が系列物流会社に委託しているケースが60％と最も多く，

非系列の産業廃棄物収集運搬業者への委託が25%，運送

会社への委託が15％である。また処理・リサイクルに関

しても，系列処理会社への委託が45％と最も多く，非系

列処理業者への委託が30%，メーカーの自社内処理が25%

程度である。

使用済みパソコンの場合，中間処理施設による解体・分

別後には資源回収業者，シュ レッダー業者，廃棄物処理業

者に委託するが，その際65％のメーカーが有価物として

委託されており，産業廃棄物としての委託は34％である。

産業廃棄物として引き取られたものも，何らかの手を加え

てリサイクルされているようであり，高いリサイクル率を

示す結果となっている。

また，メーカー 自体による部品リ ュースも行われている。

自社の新製品や中古製品に組み込んだり，修理部品として

利用するなどが行われている。リュースに対する消費者の

クレームがあったメーカーはわずか10％であるというア

ンケート結果は，中古部品の利用が可能であることを示す

ものであり，約半数のメーカーがリュース部品の使用の積

極的推進を考えている。もちろん全部品を利用するのでは

なく，検査してよいモノだけを使用するケースが多いが，

中には自動車リビルト部品のように，不良個所を修理して

使用するケースも見られる。

処理についてメーカーは，処理業者に処理委託するケー

スと，メーカー自体がリサイクルに乗り出すケースに分か

れているようであり，家電リサイクル同様の流れを見るこ

とができる。また，中古品販売ルー ト確立に力を入れてい
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電子情報技術産業協会資料より 。

るメーカーや，リサイクルよりも単純破砕を考えている

メーカーもあるなど，その対応は様々である。

たとえば，富士通では， 富士通リサイクルシステムがリ

サイクル部門を担当しており，全国を 5ブロックに分割し，

各ブロックで解体処理業者に富士通のパソコンリサイクル

を委託している。委託を受けた各解体処理業者は，月に 1

度の会合で解体容易性などについて話し合い，富士通本社

にフィードバックしている。九州 ・山口地域では，佐賀県

鳥栖市の富士通の販売代理店であったエコー電子（本社佐

世保）が「販売から回収まで」をモ ットー に，処理を受託

することとな った。物流部門は富士通ロジスティックスが

担当 している。エコー電子には， リース会社などを通じて，

富士通製品の事業系パソコンがほぼ100％の割合で入って

来る。 リース会社からの入荷には他社製品も含まれている

が，エコー電子では全メーカーの製品を引き取っている。

ただし，35円／kgの処理費用で引き受けるため，有価物売

却を行っても赤字であり，企業として収益をあげるまでに

は至っ ていないという 70

このようにして，現在メーカー引き取りのパソコンに関

しては， 90％以上のリサイクル率が達成できるまでに

なっている。この高い リサイクル率達成の背景には，メー

カーが自社で処理費用を捻出する仕組みとな っているため

に，より 一層の リサイクルによる再生資源としての再利用

により，原材料費用を節約する動機付けとなったことが考

えられる。パソ コンに含まれる有価物が家電に比して多

かったこともその一因となろう 。さらに，これまでは事業

系パソコンが多かったため， リースを通じての回収が容易

であったことも，リサイクル率向上に寄与している。ただ

し，これらの数値は，メーカーが引き取ったパソコンのみ

についてのものであり，自治体引き取りやその他のルート

（メーカー委託を受けていない処理業者など）が引き取っ

た数値は含まれていない。技術的には高いリサイクル率の

達成は可能であると考えられるので，今後は，これまで自

治体が多く引き取っていたと考えられる家庭系のパソコン

を，どれだけ回収できるか，に生産者の責任がかかってい

るといえる。

第 4章 携帯電話のリサイクル

第 1節携帯電話市場の実態

ここ数年，コミュニケーションの新たなツールとして加

入件数が急増 している国内の携帯電話 ・PHS及び無線呼

び出し （ポケットベル）加入件数は，統計が存在する1996

年度には既に3000万件を超えてお り，2001年末現在で

7300万件を突破している。

中でも NTTドコモは，携帯だけでも全通信機器の50%

以上のシェアを有 しており， PHSもあわせると70％もの

シェアとなる。無線呼び出しは1998年度以降激減してい

る他，アステルも暫時的に加入数が減少している 。 J—フォ

ンは価格面や画像面での優勢が追い上げにつながっており，

auは学生半額サービスなどによ って暫時増加を保ってい

るといえる。また， NTTドコモや DDIポケットの PHS

については，インターネットアクセスのスピードが早いと

いう利点で，シェアは多くはないものの， 一定の加入件数

を保っている。

携帯電話は新機種販売のサイクルが短いため，短期間の

使用後 （平均 2年程度）に新機種へ買い替えられることが

多い。 したがって次々と旧型の携帯電話が排出されること

となる。この現状を踏まえて移動通信事業者は， 2001年

4月から，企業間の垣根を越えた「モバイル ・リ サイクル ・

ネットワーク」を自主的に構築し， 全国7,000店舗に及ぶ

携帯電話 ・PHS専売店において，ブラ ンド，メーカーな

どを問わず，携帯電話， PHS,ポケ ットベルなどの本体，

バッテリー，充電器などを回収している。以下，最大手で

ある NTTドコモを中心に，生産者によるリサイクルシス

テムを概観する。

ただし携帯電話のリサイクルに関しては，生産者とは移

動通信事業者を指し， 実際に携帯電話を製造しているメー

カーではないといえる。たとえばNTTドコモでは，「グ

リーン R&Dガイドライン」を制定し，研究開発における

製品の環境負荷低減に役立てている。携帯電話製造メー

カーに対し，製品ライフサイクルにおける環境影響を考慮

し，製品使用へのフィードバックを率先しているのは，移

動通信事業者である。

7 JEITAの出した結論と異な っているので，今後他のメーカーについても 実態を調査する必要がある。

18 



家電 ・パソコン ・携帯電話のリサイクルと生産者責任

図表11 携帯電話・ PHS・ポケットベルの加入件数推移
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社団法人電気通信事業者協会各年資科より作成。

図表12 使用済み携帯電話のフロー

30% 
家庭内に放置

30% 

クリーン ・ジャパン ・センター 「月刊地球環境」2002年2月号， 41ページより 。

第2節生産者の対応

1. 回収ネットワークの構築

販売店では基本的に，消費者の買い替え時に産業廃棄物

として使用済み商品を無料で引き取る。モバイルリサイク

ルネットワーク構築以前は，家庭に使用済み製品が放置さ

れたり， 一般廃棄物として排出されることも多く，海外へ

の輸出も見られていた。しかしネットワーク構築後は，単

純廃棄や他社製品の場合も無料で引き取ることにより，回

収率を向上させている。

大量製造され短期間で廃棄される携帯電話に対して，そ

の回収を行えば，循環型社会へのニーズヘ応えることにな

る。一方で，通信機器には，有用金属が多く含まれている

という事実もある。これを採取して再利用すれば，機器製

造メ ーカーの原料費の節約にもつながる。

この 2つの流れにより，移動通信事業者は，政府により

何らかの規制が発動される前に回収ネットワークを構築し

たと考えられる。この点は，経費節減という面を含みなが

らも，世間の趨勢を踏まえた生産者責任の自覚として評価

でき よう 。

中でも最大手の NTT ドコモは，北海道，東北，東京，

北陸，東海，関西，中国，四国，九州の 9社に別れており，

各社に回収センターを設置している。 ドコモ九朴Iは，福岡

市博多区の埠頭近辺にドコモエンジニアリング九什1を設立

し，回収センターとしている。ここ 1箇所に，九州内全て

のドコモ販売代理店からの使用済み商品が， 6万台／月 ほ

ど集められる。 トラ ックに よる回収コストよ りも宅急便に

よる回収コストの方が低いため， 10kg／箱程度で販売店

から回収センターまでの宅急便運搬を利用する。

このようにしてドコモでは，多くの携帯電話・充電器 ・

電池を回収しようとしている。

2.回収センターでの分別とその後の処理

回収センタ ーでは，本体，付属品，電池，液晶，基盤な

ど，各々リサイクルするために分別する。その作業には，

200円／台ほどのコストが必要とのことである。ここで分

別されたものは収集運搬業者に委託して各々の処理 ・リサ

イクル工場に運ばれ，さらに委託した中間処理業者によっ

て処理・リサイクルされる。なお NTTドコモで把握して

いるマテ リアルフローは， 自社が委託した中間処理業者の

段階までとのことである。
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図表13 回収された製品のリサイクルフロー (NTTドコモの事例）
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NTTドコモホームページより 。

おわりに 生産者責任の比較

家電に関しては，処理 ・リサイクル責任を生産者に負わ

せるという概念が，廃棄物の処理 ・リサイクル政策におい

ていかに有効かが試されている時期である。家電は， 他の

製品に対して拡大生産者責任の概念をいかに導入すべきか，

のモデルとして考えてよいであろう 。とくに当初から問題

視されていた点は，使用済み家電の処理 ・リ サイクル費用

および収集 ・運搬費用を，最終排出者が支払うという点で

ある。

今後パソコンなどの OA機器や携帯電話の回収 ・処理

及びリサイクルに対しても，生産者の責任が課されると考

えられるが，費用徴収方法やその配分システムについては，

20 

今後の動向を見守った上で決定する必要があろう 。また，

どこまでを生産者の責任と位置づけるかについても，十分

な考察が求められよう 。

パソ コンの場合，法律で定められていないものの，生産

者が自主的に回収し，処理・リサイクルを行う方向へ向

かっているのは確かである。これまでのリースが多かった

事業系パソコンの場合は回収しやすいが，家庭系パソコン

は個々の家庭から別々に発生するので，回収ルー トが多様

化してしまう 。このルートをどのようにして生産者責任下

に置くかが， リサイクルシステム構築のカギとなるであろ

う。処理 ・リサイクルに関しては，パソコン専門の処理業

者が出現しない限りは，生産者の拡大生産者責任下で行わ

れることが望ましいのではなかろうか。とくに現段階はま
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だ，解体現場からのメーカーヘのフィードバックが重要な

時期である。処理業者が別個に独立して最適な処理方法を

見出すまでには至っ ていない。

ただしパソコンは， 家電製品に比 して中古製品としての

需要が高い。リサイクルシステム構築の際に，この点につ

いては考慮に入れるべきである。国内中古市場については，

現在のメカニズム に任せておいて問題はないと考え られる。

しかし輸出については， 若干の憂慮が必要である。リース

会社の中には，リース会社のシールがついたままのパソコ

ンが，将来的に海外で環境汚染の原因となることを懸念し，

輸出業者への売却を回避する会社もある。パソコンが製品

としての性質を持ってリュースで生き続ける場合には，マ

テリアルとしてのリサイクルよりも一層，その製品に対す

るメ ーカーの拡大生産者責任が問われることとなる。

携帯電話 ・PHSは，製品がほぼ単一であるために リサ

イクルしやすい，というだけではなく ，有価物を含んでい

るという リサイクルの強みを持っている。また，軽薄短小

な製品の特徴から，スト ックや収集運搬の費用を抑えるこ

とができる。排出時には無料で回収することから，機器製

造メーカ ーに対する環境適合設計の動機付けも導かれるで

あろう 。

確かに逆有償物を処理委託する際の処理委託費用など，

リサイクルに よる手間やコス トも多少は考え られる。しか

し，有用金属の リサイクルルー トを抑えておくことや，移

動通信機器業界の成長過程において既に リサイクルシステ

ムを構築しておくことは，次々と新機種を産みださなけれ

ば競争に打ち勝てず，不可避的に大量生産 ・大量廃棄型と

ならざるを得ない移動通信機器産業が，循環型社会で生き

ていくために必要である。

移動通信機器業界は， 自らの置かれた状況と今後の法の

行方を見据えて，生産者としての責任を早い段階から自主

的に果たそうとしていると言えよう。

図表14 拡大生産者責任が重視される点の比較

家 電 Iゞ‘ノコン 携 帯

廃棄物削減

゜゜
埋め立て処分場対策

自治体処理コスト低減

゜有価物再利用 （資源節約）

゜゜有害物質管理 △ 

゜゜箪者作成。

3品目とも， 廃棄物の削減・資源の有効利用を考えてい

るという建前はあるが，現実の処理 ・リサイクル実施状況

を見ると，各々重視している点が異なっている。家電リサ

イクルの意図するところは，自治体の処理コス ト低減，と

いう OECDの目指す拡大生産者責任に類似しているが，

他の 2品目については， 自治体処理コスト低減の話は出て

こない。なお， 有害物質の管理はフロン回収の義務付けか

らの評価である。一方， パソコ ンと携帯のリサイクルにつ

いては，有価物が多く含まれていることが強調されている 。

貴金属に関しては，鉱山から新規に採掘する よりも低コス

トで採取できるという 。また， 電池の回収についても徹底

して行おうとしていることから，これらの重点は有価物再

利用と有害物質管理にあると考えた。廃棄物削減について

は， 家電とパソコ ンについては，確かに容積が大きいため

重視していると考えた。

以上，各製品の リサイクルにおいて生産者が責任を果た

す際には，重視されている点と責任の範囲に相違があるこ

とを明らかにした。
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